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　　　　　習の時間等の指導を相互に関連付け、学校教育活動全体を通じて食育を計画

　　　　　市内の関係機関や団体等が行う食育に関する取り組みに積極的に参加し、食

　　　　　の大切さや地産地消、旬の食品や調理方法等を学び、食の知識や選択する力

　　　　　を習得し、望ましい食生活を実践できるようにします。

　　　　　的に推進します。

　　　イ　行政

　　　　○食育を推進する計画等の策定に努めるとともに、地域の関係機関等と連携・

　　　　　協働し、地域の特性を生かした取り組みの実施に努めます。

　　　　○地域における食育の組織活動を推進するため、食生活改善推進員等の育成を

　　　　　食育を推進します。

　　　　○小中学校等では、給食の時間を中心とした特別活動や家庭科及び総合的な学

　　　ア　家庭

　　　　○食生活の基本となる家庭での食育が重要であるとの認識を持ち、食への関心

　　　　　を高めるとともに、栄養バランスのとれた規則正しい食生活の実践に努めま

　　　　　す。特に子どものうちに健全な食生活を確立することが大切です。

　　　　　行うとともに、食育に取り組む地域住民等への支援に努めます。

　　　ウ　幼稚園・ 保育所・ 学校等

　　　　○幼稚園や保育所では、子ども達が食べる喜びや楽しさ、食べ物への興味や関

　　　　　心を通じて、食の大切さに気付き、進んで食べようとする気持ちが育つよう

　　から、食育を効果的に推進していくために、食生活の基本となる家庭における食育

　　の取り組みはもとより、学校や地域住民、ボランティア団体、食材を提供する生産

　　者などが、それぞれの役割に応じて活動するとともに、情報を共有し、相互に連携

　　・ 協働しながら食育を推進します。

　　　本市の食育についても、家庭を中心に、保育所、幼稚園、学校、地域、生産者、

第４章 計画の推進と評価

1 推進体制と評価

　（ １） 推進体制

　　　国は、食育に関して、地域の特性を配慮し、さまざまな団体等の参加による「 国

　　民運動」 として推進していく こととしています。

　　事業者、行政等のそれぞれの自発的意思を尊重したうえで、互いに協力・ 補完し合

　　いながら「 市民運動」 として推進し、総合的に共通する重点目標を達成することを

　　目指します。

　（ ２） 関係者の役割分担

　　　食育は、その関係する分野が保健、医療、産業振興、教育など多岐にわたること
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　　　オ　生産者・ 事業者等

　　　　○安心・ 安全な食品を提供します。

　　　　○多様な体験や見学の機会を提供し、食に関する関心や理解を深められるよう

　　　　　通じて、必要な支援を行います。

　　　　　に努めます。

　　　　○地場産品等の魅力を伝えます。

　　　エ　保健・ 医療・ 福祉関係者

　　　　○食育の重要性について情報提供や普及啓発に努めます。

　　　　○食に関する取り組みを通して、興味・ 関心を高められるよう働きかけを行い

　　　　　ます。

　　　　○栄養バランスをはじめ、生活習慣病予防や重症化の予防など、食の関わりを

　（ ３） 評価

　　　計画では基本理念に近づけられるよう重点課題に関する目標値を設定し、令和

　　１０年度に国や市が公表している調査や北海道国保連合会で集積しているデータ

　　に基づき、客観的評価を実施し、次期計画の策定に向けた検討をします。

幼稚園・ 保育所・ 学校

生産者

事業者

保健・ 医療・

福祉関係

行政

家庭（ 市民）

地域

ボランティア団体

関係機関
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芦別市食育推進会議条例

　（ 設置）

参考資料

⑵　前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進

　　に関する施策実施を推進すること。

　（ 組織）

第３条　推進会議は、委員11人以内をもって組織する。

２　委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

⑴　学識経験者

第１条　食育基本法（ 平成１７年法律第６３号。以下「 法」 という。） 第３３条第１項の規定に

　基づき、芦別市食育推進会議（ 以下「 推進会議」 という。） を置く 。

　（ 所掌事項）

第２条　推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

⑴　食育推進計画（ 法第１８条第１項に規定する市町村食育推進計画をいう。以下同じ。） を

　　作成し、及びその実施を推進すること。

２　会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

　理する。

　（ 会議）

第５条　推進会議は、会長が招集する。

２　推進会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開く ことができない。

⑵　食育の推進に関係する機関、団体等の長から推薦された者

⑶　公募に応じた市民

３　委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

４　委員は、再任されることができる。

　（ 会長及び副会長）

第４条　推進会議に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。

３　推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の

　決するところによる。

　（ 関係人の出席）

第６条　推進会議は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴

　く ことができる。
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　　　附　則（ 平成20年3月19日条例第15号抄）

　（ 施行期日）

１　この条例は、平成20年4月1日から施行する。

　　　附　則（ 平成20年9月26日条例第48号抄）

　（ 施行期日）

１　この条例は、平成20年10月1日から施行する。

　　　附　則（ 平成20年12月15日条例第58号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（ 平成23年6月28日条例第18号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　（ 庶務）

第７条　推進会議の庶務は、市民福祉部健康推進課において行う。

　（ 会長への委任）

第８条　この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に

　諮って定める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

副会長 村上　由佳 芦別地区栄養士会 栄養関係団体

委員 請川　勝也 北海道全調理師会芦別支部 食育関係団体

芦別市食育推進会議委員名簿

役職等 氏　名 所属団体等 区　分

会長 須藤　榮松 食育についての知識、経験が豊富な者 学識経験者

教育関係団体

今野　真琴 市民の代表 公募

小林　律子 芦別市食生活改善協議会 栄養関係団体

三浦　新一郎 芦別市校長会 教育関係団体

竹部　真那美 市民の代表 公募

西道　文教 きらきらぼし生産組合 食育関係団体

橋本　英明 （ 社） 芦別市医師会 医療関係団体

依本　卓見 芦別歯科医会 医療関係団体

白井　佳澄
学校法人市村学園　認定こども園
芦別みどり幼稚園
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第１条　芦別市食育推進計画の作成に向けた調査及び検討を行うため、芦別市食育推進計画庁内

　検討委員会（ 以下「 食育検討委員会」 という。） を設置する。

　（ 食育検討委員会の職務）

第２条　食育検討委員会は、次に掲げる事項について調査し、検討する。

⑴　芦別市食育推進計画の作成及びその計画の実施の推進に関する事項

⑵　前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項及び食育の推進に関する施策の実

芦別市食育推進計画庁内検討委員会設置要綱

　（ 設置）

２　会長は、市民福祉部健康推進課長とし、副会長は、会長が指名する者をもって充てる。

３　会長は、食育検討委員会を代表し、会務を総理する。

４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

　（ 会議）

第５条　食育検討委員会の会議は、会長が招集する。

２　会長は、必要に応じて会議に関係職員を出席させることができる。

　　施の推進に関する事項

　（ 組織）

第３条　食育検討委員会は、食育に関係する部局の課長及び係長並びにそれらの相当職にある者

　をもって組織する。

　（ 会長及び副会長）

第４条　食育検討委員会に会長及び副会長を置く 。

　検討委員会に諮って定める。

　　　附　則

　この要綱は、平成18年7月26日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は、平成21年3月17日から施行する。

　（ 報告）

第６条　食育検討委員会は、必要に応じて調査及び検討内容を庁議に報告するものとする。

　（ 庶務）

第７条　食育検討委員会の庶務は、市民福祉部健康推進課で行う。

　（ 実施細目）

第８条　この要綱に定めるもののほか、食育検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が食育
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副会長 松浦　良治 農林課長

委員 土田　潤 総務防災課　主幹

芦別市食育推進計画庁内検討委員名簿

役職等 氏　名 職　名

会長 酒谷　勝人 健康推進課長

行革推進課　行革・ デジタル化推進係長

平尾　道代 市民環境課長

林　　克俊 市民環境課　生活衛生係長

鈴木　貴大 介護高齢課長

水野　敦 総務防災課　危機対策係長

飯髙　誠 企画政策課長

松本　千春 企画政策課　まちづく り推進係長

大渕　昭仁 行革推進課　主幹

西　　雅晴

木村　英之 児童課　子ども家庭係長

佐藤　亮 商工観光課長

井ノ口　隆之 商工観光課　商工振興係長

繁泉　理絵 介護高齢課　高齢者支援係長

半場　大介 介護高齢課　地域包括支援係長

佐々 木　保行 児童課長

相場　晃人 生涯学習課長

小倉　衛一 生涯学習課　社会教育係長

繁泉　和彦 農林課　農政係長

木野田　直一 学務課長

及川　雄一 学務課　学校教育係長

佐藤　勝美 学校給食センター管理係長

渡辺　久幸 体育振興課長

健康推進課　健康推進係　保健師

小谷内　哲生 体育振興課　体育振興係長

事務局

三浦　香織 健康推進課　健康推進係長

渡辺　香織 健康推進課　健康推進係　管理栄養士

堂用　沙矢子 健康推進課　健康推進係　保健師

佐藤　麻衣
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